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青
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県
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リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
衛
生
課)

…

�

規

則

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
八
号

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

第
五
条
第
二
項｣

を｢

第
五
条
第
三
項｣

に
、

｢

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
変
更
届
出
書｣

を

｢

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
変
更
届
出
書｣

に
、

｢

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
所
廃
止
届
出
書｣

を

｢

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
廃
止
届
出
書｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
届
出
は
、
無
店
舗
取
次
店
営
業
届
出
書

(

第
一
号
様

式
の
二)

を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
の
注
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
､
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
､
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付

す
る
こ
と
｡

�
名
称

�
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及
び

自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

�
従
事
者
数

�
従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
､
そ
の
氏
名

第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

…
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第
１
号
様
式
の
２
(第
２
条
関
係
)

(表
)

年
月

日

青
森
県
知
事

殿

�
法
人
に
あ
つ
て
は
､
主
�

住
所
�

�
�
た
る
事
務
所
の
所
在
地
�

�
法
人
に
あ
つ
て
は
､
名
�

氏
名
�

�
�
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
�

年
月

日
生

無
店
舗
取
次
店
営
業
届
出
書

無
店
舗
取
次
店
を
営
業
す
る
の
で
､
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
｡

名
称

営
業

区
域

営
業
開
始
予
定

年
月

日
年

月
日

業務用車両

保
管
場
所

保
有
台
数

台

自
動
車
登
録
番
号

又
は
車
両
番
号

構
造
の
概
要

(裏
)

注
１
業
務
用
車
両
の
平
面
図
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
､
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
､

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

添
付
す
る
こ
と
｡

�
名
称

�
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場
所
及

び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

	
従
事
者
数



従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
､
そ
の
氏
名

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

営業者

氏
名

(又
は
名
称
)

生
年
月
日

年
月

日

本
籍

住
所

(電
話
番
号
)

クリーニング師

本
籍

住
所

氏
名

生
年
月
日

年
月

日

登
録
番
号

県
(都
道
府
)
第

号

従
事

者
数

業
務

内
容
・
指
定
洗
濯
物
を
取
り
扱
う
｡

・
指
定
洗
濯
物
を
取
り
扱
わ
な
い
｡

理の依頼先

洗濯物の処

名
称

所
在

地



( )

第
二
号
様
式
中｢ク

リ
ー
ニ
ン
グ
所
変
更
届
出
書
｣

を｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
変
更
届
出
書
｣

に
、

｢確
認
年
月
日
｣

を

｢確
認
(届
出
)
年
月
日
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次

に
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
無
店
舗
取
次
店
の
場
合
は
､
確
認
済
証
番
号
の
欄
は
記
入
を
要
し
な
い
｡

第
三
号
様
式
中｢ク

リ
ー
ニ
ン
グ
所
廃
止
届
出
書
｣

を｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
廃
止
届
出
書
｣

に
、

｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
｣

を

｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
(無
店
舗
取
次
店
)
を
｣

に
、

｢確
認
年
月
日
｣

を

｢確
認
(届
出
)
年
月
日
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
無
店
舗
取
次
店
の
場
合
は
､
確
認
済
証
番
号
の
欄
は
記
入
を
要
し
な
い
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
五
号
様
式
中｢ク

リ
ー
ニ
ン
グ
所
承
継
届
出
書
｣

を｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等
承
継
届
出
書
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
､
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き

は
､
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
名
称

�
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場

所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

�
従
事
者
数

�
従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
､
そ
の
氏
名

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中

｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
承
継
届
出
書
｣

を

｢ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
等

承
継
届
出
書
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
他
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
開
設
し
､
又
は
無
店
舗
取
次
店
を
営
ん
で
い
る
と
き

は
､
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
名
称

�
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
所
在
地
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
業
務
用
車
両
の
保
管
場

所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
若
し
く
は
車
両
番
号

�
従
事
者
数

�
従
事
者
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
､
そ
の
氏
名

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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クリーニング所

名
称

所
在

地
(電
話
番
号
)

クリーニング所

名
称

所
在

地
(電
話
番
号
)

無店舗取次店

名
称

業
務
用
車
両
の
保
管
場

所
及
び
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号

クリーニング所

名
称

所
在

地
(電
話
番
号
)

クリーニング所

名
称

所
在

地
(電
話
番
号
)

無店舗取次店

名
称

業
務
用
車
両
の
保
管
場

所
及
び
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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